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（
悪
磁
的
記
録
不
正
作
出
及
び
供
用
）

第
一
六
一
条
の
二

人
の
事
務
処
理
を
誤
ら
せ
る
目
的
で
、
そ
の
事
務
処
理

の
用
に
供
す
る
権
利
、
義
務
又
は
事
実
証
明
に
関
す
る
電
磁
的
記
録
を
不

正
に
作
っ
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

す
る
。

２
前
項
の
罪
が
公
務
所
又
は
公
務
員
に
よ
り
作
ら
れ
る
べ
き
電
磁
的
肥
織
に

係
る
と
き
は
、
十
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

３
不
正
に
作
ら
れ
た
権
利
、
義
務
又
は
事
実
証
明
に
関
す
る
電
磁
的
記
録

を
、
第
一
項
の
目
的
で
、
人
の
事
務
処
理
の
用
に
供
し
た
者
は
、
そ
の
電

磁
的
記
録
を
不
正
に
作
っ
た
者
と
同
一
の
刑
に
処
す
る
。

４
前
項
の
罪
の
未
遂
は
、
刑
す
る
。

（
昭
六
二
法
五
二
本
条
迫
加
、
平
三
法
三
一
節
一
項
・
二
項
改
正
〕

＊
砿
磁
的
記
録
の
定
錐
（
七
の
三
、
特
別
規
定
（
勉
子
署
名
四
一
）

◆
罪
数
関
係

一

（
未
遂
罪
）

第
一
六
三
条
の
五

第
百
六
十
三
条
の
二
及
び
前
条
第
一
項
の
罪
の
未
遂

は
、
刑
す
る
。

＊
未
遂
卯
（
四
三
・
四
四
）

「
恥
惑
燕
副
熱
の
四
�
割
割
馴
矧
劃
調
叩
劃
瓢
割
郷
の
狙
卵
行
為
の
矧
應
撰
訴

る
目
的
で
、
同
項
の
通
磁
的
龍
録
の
悩
報
を
収
得
し
た
者
は
、
三
年
以
下

の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
飼
金
に
処
す
る
。
慨
を
知
っ
て
、
そ
の
悩

報
を
提
供
し
た
者
も
、
同
様
と
す
る
。

２
不
正
に
取
得
さ
れ
た
第
百
六
十
三
条
の
二
第
一
項
の
電
磁
的
記
録
の
情
報

を
、
前
項
の
目
的
で
保
管
し
た
者
も
、
同
項
と
同
様
と
す
る
。

３
第
一
項
の
目
的
で
、
器
械
又
は
原
料
を
準
燗
し
た
者
も
、
同
項
と
同
械
と

す
る
。＊
未
遂
罪
二
六
三
の
五
）

第
十
九
章

印
章
偽
造
の
罪
軍
七
法
九
一
章
名
改
正
）

壁
夛
←
�
一
ノ
ィ
謬
夛
ｆ
ｆ
６
１
ｆ
》
！

は
、
三
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る

（
御
亜
偽
造
及
び
不
正
使
用
等
）

２
他
人
の
印
章
若
し
く
は
署
名
を
不

第
一
六
四
条

行
使
の
目
的
で
、
御
璽
、
国
璽
又
は
御
名
を
偽
造
し
た
者

し
く
は
署
名
を
使
用
し
た
者
も
、

は
、
二
年
以
上
の
有
期
懲
役
に
処
す
る
。

＊
②
未
遂
卯
（
ニ
ハ
八
）
、
特
別
聾

２
御
璽
、
国
璽
若
し
く
は
御
名
を
不
正
に
使
用
し
、
又
は
偽
造
し
た
御
璽
、

（未遂罪）
国
璽
若
し
く
は
御
名
を
使
用
し
た
者
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

第
二
ハ
八
条

第
百
六
十
四
条
第
一
一

＊
未
遂
罪
（
一
六
八
）

十
六
条
第
二
項
及
び
前
条
第
一
汚

（
公
印
偽
造
及
び
不
正
使
用
等
）

＊
未
遂
卯
（
四
三
・
四
ｇ

第
一
六
五
条

行
使
の
目
的
で
、
公
務
所
又
は
公
務
員
の
印
章
又
は
署
名
を

偽
造
し
た
者
は
、
三
月
以
上
五
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

２
公
務
所
若
し
く
は
公
務
員
の
印
章
若
し
く
は
署
名
を
不
正
に
使
用
し
、
又

第
十
九
章
の
二

不
正
鱈

は
偽
造
し
た
公
務
所
若
し
く
は
公
務
員
の
印
章
若
し
く
は
署
名
を
使
用
し

（
平
二
三
法
七
四
本
幸

た
者
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

（
不
正
指
令
醗
磁
的
配
録
作
成
等
）

＊
公
務
所
・
公
務
員
の
定
鍍
（
七
）
、
②
未
遂
卯
（
一
六
八
）

◆
印
章

第
一
六
八
条
の
二

正
当
な
理
由
悪

７
▽
印
章
に
は
、
印
影
の
ほ
か
、
印
穎
を
も
含
む
。
（
大
判
明
娼
。
ｎ
．
皿
刑
録

る
実
行
の
用
に
供
す
る
目
的
で
、

州
ニ
ハ
ー
ニ
○
九
三
）

録
を
作
成
し
、
又
は
提
供
し
た
幸

◆
偽
造

２▽印章・署名の偽造があったといえるためには、偽造した印章・箸
以
下
の
剛
金
に
処
す
る
。

岬
名
が
迩
舗
人
を
し
て
実
在
す
る
公
務
所
・
公
務
員
の
印
章
・
署
名
と
娯
個
さ

一
人
が
遮
子
計
算
機
を
使
用
十

岬
せ
る
に
足
り
る
程
庇
の
形
式
・
外
観
を
術
え
て
い
れ
ば
よ
い
。
（
簸
決
昭

作
を
さ
せ
ず
、
又
は
そ
の
意
両

州
犯
・
２
．
７
刑
築
二
’
二
－
五
三
○
）

指
令
を
与
え
る
趣
磁
的
記
録

３
▽
他
人
の
代
理
黄
格
を
胃
用
し
て
公
正
証
書
に
署
名
し
た
場
合
は
、
署
名
の
偽

二
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
《

”
造
で
あ
る
。
（
大
判
明
“
・
６
．
泌
刑
録
一
七
’
一
二
七
七
）

磁
的
記
録
そ
の
他
の
記
録

◆
不
正
使
用

耐
襟
諜
謹
陛
濯
誰
瀧
蕊
鵠
栂
擢
搬
蝿
誰
２
蕊
蝿
瀞
溌
雛
馳

艸
Ｉ
言
二
）

５
▽
印
章
署
名
の
不
正
使
用
罪
は
、
そ
の
使
用
の
み
が
独
立
し
て
犯
卯
を
柵
成
す

る。
細
る
場
合
で
あ
っ
て
、
印
章
の
不
正
使
用
に
よ
っ
て
偽
造
公
文
書
を
成
立
さ
せ

３
前
項
の
罪
の
未
遂
は
、
罰
す
る
。

刑
法
二
編
罪
十
九
章
印
章
偽
造
の
罪
十
九
章
の
二
不
正
指
令
電
磁
的
記
録
に
関
す
る
罪
二
十
章
偽
証
の
罪

刑
法
一
雨
罪
十
八
章
有
価
証
券
偽
造
の
罪
十
八
章
の
二
支
払
用
カ
ー
ド
電
磁
的
記
録
に
関
す
る
罪

〔
平
三
法
三
一
本
条
改
正
）

州
に
関
す
る
私
睡
磁
的
記
蝿
を
不
正
に
作
出
し
て
、
供
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

＊特別規定（医師二○・一言一の一両）
州
（
甲
府
地
判
平
１
．
３
．
瓠
判
時
一
三
二
’
一
六
○
）

（
偽
造
私
文
書
等
行
使
）

３
序
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
御
三
条
所
定
の
不
正
ア
ク
セ
ス

岬
行
為
を
手
段
と
し
て
私
晒
磁
的
記
録
不
正
作
出
の
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
で

第
一
六
一
条

前
二
条
の
文
書
又
は
図
画
を
行
使
し
た
者
は
、
そ
の
文
書
若

岬
あ
っ
て
も
、
同
法
八
条
一
号
の
罪
と
私
電
磁
的
肥
録
不
正
作
出
罪
は
、
通
常

し
く
は
図
画
を
偽
造
し
、
若
し
く
は
変
造
し
、
又
は
虚
偽
の
記
赦
を
し
た

噸
の
犯
行
形
態
と
し
て
手
段
ま
た
は
結
果
の
関
係
に
な
い
た
め
、
牽
連
犯
の
関

者
と
同
一
の
刑
に
処
す
る
。

岬
係
で
は
な
く
、
両
者
は
併
合
罪
の
関
係
に
あ
る
。
（
最
決
平
四
・
８
．
８
刑

岬
集
六
一
’
五
’
五
七
六
）

２
前
項
の
罪
の
未
遂
は
、
例
す
る
。

＊
特
別
規
定
（
会
社
九
六
四
）
、
④
未
遂
卵
（
四
三
・
四
四
）

◆
行
使

川
６

◆
罪
数
関
係

３
｜
叉
大
判
明
蛇
・
３
・
皿
刑
録
一
五
－
二
一
○
）
０
五
四
条
餌
二
五
七
条

岬
胸
・
一
五
八
条
５
．
一
五
九
条
噂
偽
造
の
抵
当
樋
股
定
登
記
申
硝
替
を
登

岬
肥
官
吏
に
提
出
し
、
登
肥
簿
に
不
実
の
記
戦
を
さ
せ
た
濁
合
は
、
偽
造
私
文

岬
播
行
使
卵
と
公
正
胚
番
蹴
本
不
実
記
戦
卯
と
の
牽
辿
犯
で
あ
る
。
（
大
判
明

叩
躯
・
皿
・
お
刑
蝿
一
五
’
一
六
六
七
）
（
大
判
明
總
・
８
．
訓
刑
録
一
五
Ｉ

幽
○
九
七
）
↓
五
四
条
”
・
一
五
九
条
旭
・
二
五
二
条
８
、
業
務
上
枇
領
の

岬
犯
跡
を
隠
す
た
め
に
偽
造
文
書
を
行
使
し
た
溺
合
は
、
業
務
上
横
領
罪
と
偽

岬
造
文
書
行
使
罪
と
の
併
合
罪
で
あ
っ
て
、
牽
連
犯
で
は
な
い
。
（
大
判
大

岬
ｎ
．
９
．
泗
刑
築
一
’
四
五
三
）

１
▽
被
告
人
ら
が
偽
造
し
た
金
銀
消
費
貸
借
契
約
狂
書
に
基
づ
い
て
、
そ
の
公
正

岬
証
書
作
成
に
係
る
代
理
堀
託
を
司
法
書
士
に
依
頼
す
る
際
、
同
契
約
証
書
を

卿
真
正
な
文
書
と
し
て
交
付
す
る
行
為
は
、
同
契
約
証
書
の
内
容
や
交
付
の
目

測
的
お
よ
び
相
手
方
等
に
鐙
み
て
、
文
書
に
対
す
る
公
共
の
信
用
を
害
す
る
お

岬
そ
れ
が
あ
り
、
偽
造
私
文
書
行
使
罪
に
い
う
「
行
使
」
に
当
た
る
。
（
最
決

伽
平
晦
・
理
・
肥
刑
築
五
七
’
二
’
二
六
七
）

２
”
（
大
判
明
媚
。
ｎ
・
理
刑
錦
二
ハ
ー
一
二
一
○
）
’
一
九
条
７
．
一
五
八
条

‐
１
１’

� ■
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吾
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４
口■■■７０８０Ⅱ４

嘔
師
侭
同
司
り
此
Ｊ
Ｑ
旧
ｏ

Ｉ
ｎ
“
角
■
■
■
■
内
限
石
田
ク
●
全
酬
列
国

幻
。
白
専
１
１
例
Ⅳ
甲
・
戸
叫
Ｈ
Ｊ
ｑ

へ
公
胞
号
偽
造
及
び
不
正
園
勵
等
）

第
一
六
六
条

行
使
の
目
的
で
、
公
務
所
の
記
号
を
偽
造
し
た
者
は
、
三
年

以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。
・
’
’

２
公
務
所
の
記
号
を
不
正
に
使
用
し
、
�
又
は
偽
造
し
た
公
務
所
の
記
号
を
使

用
し
た
者
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

＊
公
溺
所
の
定
義
（
七
）
、
②
未
遂
卵
二
六
八
）

◆
妃
号

１
▽
公
務
所
の
記
号
と
は
、
記
号
の
影
蹴
だ
け
で
な
く
、
そ
の
影
賦
を
現
出
さ
せ

Ⅷ
る
べ
き
物
体
を
も
指
す
。
（
大
判
明
媚
・
４
・
池
刑
録
一
八
１
四
九
二

２
▽
文
書
に
押
捺
し
て
証
明
の
用
に
供
す
る
も
の
は
印
章
で
あ
り
、
産
物
、
商
品

卿
等
に
押
捺
す
る
も
の
は
記
号
で
あ
る
。
（
湿
判
昭
訓
・
１
．
，
刑
築
九
’
一

（
私
印
偽
造
及
び
不
正
使
用
等
）

第
一
六
七
条

行
使
の
目
的
で
、
他
人
の
印
章
又
は
署
名
を
偽
造
し
た
者

は
、
三
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

２
他
人
の
印
章
若
し
く
は
署
名
を
不
正
に
使
用
し
、
又
は
偽
造
し
た
印
章
若

し
く
は
署
名
を
使
用
し
た
者
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

＊
②
未
遂
卯
（
一
六
八
）
、
特
別
規
定
（
晒
子
署
名
四
二

（
未
遂
罪
）

第
一
六
八
条

第
百
六
十
四
条
第
二
項
、
第
百
六
十
五
条
第
二
項
、
第
百
六

十
六
条
第
二
項
及
び
前
条
第
二
項
の
罪
の
未
遂
は
、
刑
す
る
。

＊
未
遂
卯
（
四
三
・
四
四
）

２
行
使
の
目
的
で
、
有
価
証
券
に
虚
偽
の
記
入
を
し
た
者
も
、
前
項
と
同
様

と
す
る
。

＊
特
別
規
定
（
通
貨
、
外
貨
偽
、
印
犯
、
印
模
、
紙
幣
）

◆
有
価
旺
券

１
”
刑
法
上
有
価
証
券
と
は
、
財
産
上
の
梱
利
が
旺
券
に
変
示
さ
れ
、
そ
の
変
示

螂
さ
れ
た
財
産
上
の
梱
利
の
行
使
に
つ
き
、
そ
の
旺
券
の
所
持
を
必
要
と
す
る

剛
も
の
を
い
い
、
取
引
上
、
流
通
性
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い
。
（
最

岬
判
昭
犯
・
７
・
お
刑
築
二
’
七
’
二
○
三
七
）

２
町
郵
便
為
替
証
書
は
有
価
証
券
で
あ
る
が
、
郵
便
貯
金
通
帳
は
有
価
鉦
券
で
は

剛
な
い
。
（
大
判
昭
６
．
３
．
ｕ
刑
集
一
○
’
七
五
）

３
▽
当
せ
ん
金
附
証
架
法
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
宝
く
じ
は
、
有
価
疵
券
で
あ

岬
る
。
（
最
決
昭
調
．
１
．
噸
刑
集
一
二
’
一
－
二
五
）

◆
偽
造

４
Ｆ
他
人
の
代
表
者
・
代
理
人
と
し
て
手
形
を
振
り
出
す
極
限
の
な
い
者
が
、
ほ

”
し
い
ま
ま
に
他
人
を
代
表
ま
た
は
代
理
し
て
い
る
も
の
と
誤
信
さ
せ
る
よ
う

岬
な
表
示
を
し
た
約
束
手
形
を
振
り
出
す
行
為
は
、
有
価
証
券
の
偽
造
で
あ

”
ろ
。
（
最
決
昭
棚
・
６
．
３
刑
築
一
九
’
四
－
四
三
一
）

５
町
外
形
上
一
般
人
が
真
正
な
有
価
証
券
と
膜
伯
す
る
に
足
り
る
程
庇
に
作
成
さ

細
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
名
装
入
が
実
在
し
な
く
て
も
、
偽
迭
と
な
る
。
（
最
大

岬
判
昭
訓
・
５
．
溺
刑
築
九
’
六
’
一
○
八
○
）

６
”
廃
業
後
死
亡
し
た
者
の
名
義
で
約
束
手
形
を
振
り
出
す
行
為
は
、
そ
の
相
続

州
人
の
承
諾
を
得
て
い
て
も
、
有
価
証
券
偽
造
罪
に
当
た
る
。
（
最
決
昭
卵
・

岬
廻
・
妬
判
時
四
○
一
’
六
六
）

７
町
距
離
数
お
よ
び
料
金
の
み
が
表
示
さ
れ
た
列
車
急
行
券
用
紙
に
椛
限
な
く
所

岬
要
の
鞭
項
を
記
入
し
、
所
定
の
様
式
に
か
な
っ
た
列
血
急
行
券
を
作
成
し
た

Ⅱ剛
と
き
は
、
有
価
証
券
偽
遭
卵
が
成
立
す
る
。
（
簸
判
昭
溺
・
９
．
５
刑
築
四

岬
’
九
’
一
六
二
○
）
．

第
十
八
章

有
価
証
券
偽
造
の
罪
軍
七
法
九
一
募
霞
聖

（
有
価
証
券
偽
造
等
）
・

第
一
六
二
条

行
使
の
目
的
で
、
公
償
疵
書
、
官
庁
の
証
券
、
会
社
の
株
券

そ
の
他
の
有
価
証
券
を
偽
造
し
、
又
は
変
造
し
た
者
は
、
三
月
以
上
十
年

以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

第
十
九
章
の
二

不
正
指
令
電
磁
的
記
録
に
関
す
る
罪

（
平
二
三
法
七
四
本
章
追
加
〕

（
不
正
指
令
醗
磁
的
配
録
作
成
等
）

第
一
六
八
条
の
二

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
人
の
廼
子
計
算
機
に
お
け

る
実
行
の
用
に
供
す
る
目
的
で
、
次
に
掲
げ
る
砥
磁
的
記
録
そ
の
他
の
記

録
を
作
成
し
、
又
は
提
供
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円

以
下
の
剛
金
に
処
す
る
。

一
人
が
遮
子
計
算
機
を
使
用
す
る
に
際
し
て
そ
の
意
図
に
沿
う
べ
き
励

作
を
さ
せ
ず
、
又
は
そ
の
意
図
に
反
す
る
動
作
を
さ
せ
る
べ
き
不
正
な

指
令
を
与
え
る
趣
磁
的
記
録

二
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
同
号
の
不
正
な
指
令
を
記
述
し
た
電

磁
的
記
録
そ
の
他
の
記
録

２
蕊
蕊
騨
蕊
鼈
畦
崖
竃
蕊
鰹
鈴

9i◆

８
”
偽
造
手
形
の
よ
う
な
法
禁
物
は
、
何
人
の
所
有
を
も
許
さ
な
い
も
の
で
あ
る

�
�
�
�
�

帆
’
二
五
）

３
▽
商
品
の
ラ
ベ
ル
に
押
捺
さ
れ
た
物
品
税
表
示
征
の
検
印
は
、
公
務
所
の
肥
号

州
で
あ
る
。
（
冠
決
昭
誕
・
６
．
８
刑
築
二
’
六
’
一
六
一
六
）

胴
▽
テ
レ
ホ
ン
カ
Ｉ
ド
は
有
価
啄
野
に
当
た
る
の
で
ぶ
そ
の
磁
気
冊
樋
郁
分
に
湿

�
�
�
�
�

Ⅳ
他
人
の
根
出
名
該
の
小
切
手
の
金

岬
逓
で
あ
っ
て
、
偽
遁
で
は
な
い
。

瓢
�
一
丑
二
五
）

‐
‐

I
I－

－

窪

第
十
八
章
の
二

支
払
用
カ
ー
ド
電
磁
的
記
録
に
関
す

る
罪
（
平
三
法
九
七
本
章
追
加
）

（
支
払
用
カ
ー
ド
電
磁
的
記
録
不
正
作
出
等
）

第
一
六
三
条
の
一
一
人
の
財
産
上
の
事
務
処
理
を
誤
ら
せ
る
目
的
で
、
そ
の

鞭
務
処
理
の
用
に
供
す
る
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
Ｊ
ド

そ
の
他
の
代
金
又
は
料
金
の
支
払
用
の
カ
ー
ド
を
柵
成
す
る
も
の
を
不
正

に
作
っ
た
者
は
、
十
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
刑
金
に
処
す

る
。
預
貯
金
の
引
出
用
の
カ
ー
ド
を
構
成
す
る
電
磁
的
記
録
を
不
正
に
作

っ
た
者
も
、
同
様
と
す
る
。
、

２
不
正
に
作
ら
れ
た
前
項
の
電
磁
的
記
録
を
、
同
項
の
目
的
で
、
人
の
財
産

上
の
事
務
処
理
の
用
に
供
し
た
者
も
、
同
項
と
同
様
と
す
る
。

３
不
正
に
作
ら
れ
た
第
一
項
の
通
磁
的
記
録
を
そ
の
榊
成
部
分
と
す
る
カ
ー

ド
を
、
同
項
の
目
的
で
、
瓢
り
渡
し
、
貸
し
渡
し
、
又
は
輸
入
し
た
者

も
、
同
項
と
同
様
と
す
る
。
。

①
。
■
■
も
一

澆
趣
磁
的
記
録
の
定
義
〈
七
の
一
頁
未
遂
罪
（
．
一
六
三
の
五
試
詩
別
規
定
権
（
趣
語

懲
洛
四
こ
や
．
ゞ
・
ゞ
・
�
・

（
不
正
電
磁
的
肥
録
力
Ｉ
ド
所
持
）

療
霊
一
�
篝
�
蕊
蕊
羅
鑑
諜
繁

Ｐ《ツ。

岬
録
さ
れ
た
通
蕗
可
能
歴
数
を
権
限
な
く
改
ざ
ん
す
る
行
為
は
有
価
柾
券
の
変

州
造
に
当
た
る
。
（
簸
決
平
３
．
４
．
５
刑
築
四
五
’
四
’
一
七
一
）

◆
虚
偽
の
妃
入

Ｗ
▽
血
偽
の
記
入
と
は
、
既
成
の
有
価
証
券
に
対
す
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
有
価

卿
証
券
に
真
実
に
反
す
る
記
戦
を
す
る
す
べ
て
の
行
為
を
指
す
も
の
で
あ
り
、

岬
手
形
に
あ
っ
て
は
、
基
本
的
な
銀
出
行
為
を
除
い
た
い
わ
ゆ
る
付
属
的
手
形

ゞ

州
行
為
の
偽
造
等
を
い
う
。
（
最
決
昭
犯
・
１
・
”
刑
築
二
’
一
’
二
三

◆
罪
数
関
係

腫
呵
行
使
の
目
的
を
も
っ
て
約
束
手
形
を
偽
造
し
、
か
つ
こ
れ
に
虚
偽
の
妃
入
を

剛
し
た
と
き
は
、
包
括
的
に
有
価
証
券
偽
造
の
一
卯
を
柵
成
す
ろ
。
（
最
決
昭

卿
犯
・
５
．
犯
刑
菜
一
七
’
四
’
四
九
三

（
偽
造
有
価
証
券
行
使
等
）

第
一
六
三
条

偽
造
若
し
く
は
変
造
の
有
価
証
券
又
は
虚
偽
の
記
入
が
あ
る

有
価
証
券
を
行
使
し
、
又
は
行
使
の
目
的
で
人
に
交
付
し
、
若
し
く
は
輸

入
し
た
者
は
、
三
月
以
上
十
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。
・

２
前
項
の
罪
の
未
遂
は
、
罰
す
る
。

（
不
正
指
令
電
磁
的
記
録
取
得
等
）

第
一
六
八
条
の
三

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
前
条
第
一
項
の
目
的
で
、

同
項
各
号
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
そ
の
他
の
記
録
を
取
得
し
、
又
は
保
管

し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
二
十
章

偽
証
の
罪
（
平
七
法
九
葺
名
改
正
〕

（
偽
証
）

第
一
六
九
条

法
律
に
よ
り
宣
誓
し
た
証
人
が
騨
偽
の
陳
述
を
し
た
と
き

は
、
三
月
以
上
十
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

＊
法
祁
に
よ
り
宣
菩
し
た
旺
人
（
刑
脈
一
五
四
・
・
一
五
五
、
刑
訴
規
二
六
１
三
一

○
、
民
訴
二
○
一
、
非
醗
五
三
１
）
、
特
別
規
定
（
議
院
証
言
六
、
特
許
一
九

九
・
二
○
二
、
実
用
新
案
五
九
・
六
二
、
意
匠
七
二
・
七
五
、
商
標
八
一
・
八

三
、
公
選
二
五
三
、
日
米
刑
特
四
１
）

◆
宣
醤
鉦
人

１
▽
法
抑
に
よ
り
宣
誓
し
た
柾
人
と
は
、
法
律
上
宣
誓
さ
せ
う
る
柾
言
事
項
に
つ

細
い
て
宜
誓
し
た
旺
人
を
い
い
、
法
抑
上
虹
誓
さ
せ
え
な
い
証
曾
率
項
に
つ
い

岬
て
宣
誓
し
た
証
人
を
含
ま
な
い
。
（
鐘
大
判
昭
”
。
ｎ
．
５
刑
築
六
１
一
○

”
’
二
五
九
）

２
▽
証
人
と
な
る
責
格
の
な
い
者
で
も
、
宣
誓
し
て
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
と
き
は

岬
本
罪
に
当
た
る
。
（
大
判
明
哩
。
、
。
ｎ
刑
録
一
五
’
一
五
七
三

３
▽
宣
誓
す
る
淡
格
の
な
い
旺
人
で
も
、
適
法
に
宜
誓
し
て
虚
偽
の
陳
述
を
し
た

剛
と
き
は
、
本
罪
を
柵
成
す
る
。
（
大
判
明
婬
・
６
．
旭
刑
録
一
五
’
八
○
八
）

４
▽
証
宮
拒
否
梱
を
有
す
る
者
が
、
こ
れ
を
行
使
せ
ず
、
迩
誓
の
上
虚
偽
の
陳
述

剛
を
し
た
場
合
に
は
、
本
卵
が
成
立
す
る
。
（
鍛
決
昭
羽
・
畑
・
汐
刑
集
七
Ｉ

畑
一
○
’
一
九
四
五
）

◆
虚
偽
の
陳
述

５
▽
見
聞
し
な
い
率
実
を
現
腿
し
た
よ
う
に
証
言
し
た
と
き
は
、
仮
に
そ
の
事
実

卿
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
卵
が
成
立
す
る
。
（
大
判
昭
７
．
３
．
ｍ
刑
集
一

岬
一
’
二
八
六
）

◆
教
峻
犯

６
町
被
告
人
は
黙
秘
梱
を
有
す
る
が
、
自
己
の
被
告
辮
件
に
つ
い
て
、
他
人
を
敬

叩
唆
し
て
虚
偽
の
陳
述
を
さ
せ
た
と
き
は
、
偽
証
教
唆
罪
が
成
立
す
る
。
（
殿

岬
決
昭
犯
・
肥
・
姐
刑
集
七
’
一
○
’
一
九
四
五
）
０
六
一
条
脚

◆
罪
数
関
係

７
▽
財
物
昨
取
の
目
的
で
昨
欺
斫
舩
を
提
起
し
た
者
が
、
そ
の
目
的
を
と
げ
る
た

卿
め
に
偽
証
し
た
墹
合
は
、
偽
証
卯
と
詐
欺
卵
と
の
牽
辿
犯
で
あ
る
。
（
大
判

細
大
２
輪
１
．
劉
刑
録
一
九
’
三
九
）

（
自
白
に
よ
る
刑
の
減
免
）

’

刑
法

＊
②
未
遂
罪
（
四
三
・
四
四
）

◆
行
使

１
町
偽
造
手
形
の
行
使
と
は
、
偽
造
し
た
手
形
を
真
正
の
手
形
と
し
て
使
用
す
る

Ⅷ
こ
と
を
汎
称
す
る
。
（
大
判
明
“
・
３
．
劃
刑
峰
一
七
’
四
八
二
）

◆
交
付

２
町
変
迭
さ
れ
た
テ
レ
ホ
ン
カ
ー
ド
を
相
手
方
に
対
し
そ
の
旨
を
告
げ
て
売
り
渡

細
す
行
為
は
、
変
造
有
価
証
券
の
交
付
に
当
た
る
。
（
般
決
平
３
．
４
．
５
刑

岬
集
四
五
Ｉ
四
’
一
七
二

凸
０
■
●

■
Ｏ
・
日
日
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Ｉ
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Ｉ
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